
（　）広 報 や わ た 第   号市政ニュース令和　年（　　年）　月 6729６ 42024

令和６年４月から
一部区域でごみの収集曜日が変わります

問環境業務課（☎983‒5340）

区域名 プラマーク製品・燃やさないごみ
変更前 変更後

男山泉（橋本南山線より東側） 木 水
男山松里（橋本南山線より北東部） 水 火
美濃山千原谷 月 水
八幡安居塚（北側：主要道路沿い集積場） 水 火
八幡中ノ山（87番地） 水 火
八幡福禄谷※プラマーク製品・燃やさないご

みが火曜日の区域は変更なし。 水 火

※燃やすごみの収集曜日の変更はありません。

■木造住宅耐震改修費助成事業

助成事業名 助成額

対象となる住宅および工事
昭和56年５月31日
以前に着工された
住宅

平成30年６月18日
大阪府北部地震の
り災証明書(一部
損壊以上)が発行
された住宅

耐震改修費助成事業(本格改修)
　耐震性能(評点)を1.0以上に
向上させる改修工事に助成しま
す。

対象工事費の
７分の６
(最大150万円)

○ ×

耐震改修費助成事業(簡易改修)
　耐震性能(評点)を向上させる
改修工事に助成します。

対象工事費の
５分の４
(最大40万円)

○

耐震シェルター設置費助成事業
　住宅の室内(主に寝室)に強固
な構造物を設置し、地震により
住宅が倒壊しても生命を守る空
間を設置する工事に助成します。

対象工事費の
４分の３
(最大30万円)

○ ×

縦
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問税務課資産税係（☎983‒2480）

住宅耐震改修工事で固定資産税を減額
　住宅の耐震改修工事を実施した場
合、当該家屋の固定資産税額を減額
します。
■減額要件

▼昭和57年１月１日以前から存在す
る住宅である

▼令和８年３月31日までに現行の耐
震基準に適合した改修工事を行
い、改修費用が50万円を超えるも
の
■減額期間　改修工事が完了した年
の翌年度から、次の家屋の固定資産

税額を減額します。

▼令和８年３月31日までに改修工事
が完了＝１年間

▼通行障害既存耐震不適格建築物に
該当する家屋の改修工事が完了＝
２年間
■減額する額　１戸あたり120㎡の
床面積相当分までの固定資産税額の
２分の１相当額を減額（改修により、
認定長期優良住宅に該当した場合は
３分の２相当額）
■手続き　改修工事完了後３カ月以

内に、次の書類を提出してください。

▼住宅耐震改修に伴う固定資産税の
減額申告書

▼地方公共団体・建築士事務所に登
録する建築士・指定確認検査機関・
登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵
担保責任保険法人のいずれかが発
行した耐震基準に適合した家屋で
あることを示す証明書

▼工事関係書類（工事明細書・領収
書の写しなど）
※認定長期優良住宅に該当する場合
は認定通知書の写しも提出してく

ださい。
※申請書にマイナンバーの記載が必
要となるため、マイナンバーと本
人確認ができる書類を提示してく
ださい（郵送の場合は写しを同封）。
※耐震改修軽減は、熱損失防止改修
軽減またはバリアフリー改修軽減
との併用不可。また、バリアフリ
ー改修や熱損失防止改修を実施
し、その改修が一定の条件に当て
はまる場合、固定資産税が減額さ
れます。詳しくはお問い合わせく
ださい。

　令和６年４月から右記の区域において、プラマーク製品と燃やさな
いごみの収集曜日が変わりますので、ご注意ください。他の区域は、
収集曜日に変更はありません。なお、３月中旬ごろに全戸配布したチ
ラシ「令和６年度八幡市環境事務所からのお知らせ」には、ごみの出
し方等を掲載しておりますので、ご確認ください。


